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1.は じめに:ア メ リカに お ける子 ども虐待 防止手 法改革

本論 文 は、ア メ リカ にお け る子 ども虐待 防止 につ いて 、地域 を基盤 と した努 力 を 中心に紹介 す

るこ とを 目的 とす る。

周知 の よ うに、ア メ リカ は子 ども虐待 とい う概念 を作 り上 げた 国で あ り、今 も、イ ギ リスな ど

とともに、虐 待 防止 の各分 野で トップラ ンナ ーで あ り続 けてい る。 通報義 務制度 な どを 中心に 、

日本 の虐待 防止 対策 にア メ リカ流 の取 り組 み を期 待す る声 も強い。

しか し、ア メ リカ の子 ども虐待 防止 対策 も不変 で はない。 た とえば アメ リカにお け る子 ども虐

待 防止 は、子 ども保護 サー ビス(Child Protection Service、 以下CPSと 略 記)な どとよばれ る担 当

行 政機 関1を 核 にお こ なわれ て きた が 、最 近 、CPSの 対 応 へ の検 証 と反省 、 そ して 改革 が志 向 さ

れ つつ あ る。改 革 の動 向は3点 に ま とめ られ る。 それ は 、第1に 区別対応 、第2に 地 域 基盤型 実



践 、第3に 地 域パ ー トナ ー シ ップで ある(Daro,2004)。

そ こで本稿 で は、まず 、ア メ リカ にお け る子 ども虐待 防止 の最近 の動 向につ いて、簡潔 に紹介

す る。 次い で、事例 研究 と して 、筆 者が ア メ リカ ・ノース カ ロライ ナ州 でイ ンタ ビュー調 査 をお

こな った際 のデー タな どに よ りなが ら、 それ が実際 どの よ うにお こなわれ てい るかにつ いて、 あ

る程度 具体的 な記述 を試み る。最後 に、 これ らの現状 か ら 日本 が何 を学ぶべ きか 、考察 を試 み る。

1.1.区 別対応

上述 の よ うに、近年 の アメ リカにお ける子 ども虐 待 防止 対策 の 中心 的な手 法 として、 まず 区別

対応(Differential Response)を あげ な くては な らない だ ろ う。 区別 対応 は、多 層対 応(Multiple

Response)、 二層経路(Dual Track)、 個別 対応(Individualized Course of Action)な どの語 を あて

られ る こと もあ る よ うだが、 その基本 的 な考 え方 は、虐 待通 報が あ った ときにすべ て をCPSな ど

に よる調査(investigation)プ ロセ ス にのせ るので はな く、程 度 の軽 い もの につ い ては 、家族 評

価(family assessment)と い うニー ズ把 握 プ ロセ ス を経 て、民 間 団体 を中心 と したサー ビス提供

へ とつ なげ る、 とい うもので あ る。

この背 景 には、 それ までのCPS中 心 のサー ビス に対す る反省 が ある。 それ ま でのサ ー ビスは 、

とか く虐待 の確 証(substantiation)が され るか ど うか、 とい う調 査(investigation)に 重 点が置 か

れ 、虐 待 のお こった家族 に対 して厳 しい ものだ った とい われ て い る。 もち ろん虐 待 はあ っては な

らない もので ある し、 アメ リカでは虐待 の多 くは刑事 罰 の対 象 にな るた め、そ の後 の司法 に よる

判断 のた め に もきちん とした調査 にも とづ いた証拠 は重 要で あ る。 だが その反 面、CPSは 家族 に

敵対 的で厳 しい ものだ、 とい う印象 を与 え、家 族 とCPSの ワー カー双方 に高 い ス トレス を与 えた

りて いた2こ とは否 め ない。

表1一1は 区別対応 システ ム導入 前後 の手 法の 差 を比較 した ものであ るが、 これ を見 る と、 ど

うい う点 をめ ざ して この改 革 が導入 され たか が よ く理解 で き る。

1.2.地 域基 盤実践 と地域 パー トナー シ ップ

第2の 地域 基盤 実践 と第3の 地域 パー トナー シ ップは、地域 が必 要 としてい るサー ビス を、地

域 の資源 を生か しなが ら提供 してい く、 とい う趣 旨の活動 であ る。 地域基盤 実践 と地域 パー トナ

ー シ ップ、す な わち地域 の活用 は、上記 の 区別対 応 とあわせ て、 車の両輪 と してア メ リカ の子 ど

も虐 待 防止 改革 を担 って い る。

た とえ ば区別 対応 をす る場 合 には、調査 が 開始 され るケー ス と、家族 アセス メ ン トに よるニー

ズ把握 がお こな われ るケー ス とに分 けて対 応 が され る。 そ して、後者 へ のサー ビス提供 は 、地域

民間 団体の協 力 な しに は考 え られ ない。 した がって 、地域 に どの よ うな 民間団体 が あ りヽ どの よ

うな形 で協力 を してい くか、 とい う戦略 はた いへん重 要で あ る。



その場合 にどのよ うな形で地域の支援体制 を整えていくべきか、 といことについてのパイロッ

トスタデ ィ(試 行研究)が おこなわれ、そこか ら導 き出された教訓は出版 などの形で公にされて

い る3。もし地域に適当な民間団体がなければ、人材を募って設立する4、などの方法 もお こなわ

れ るが、基本的には地域にある人や団体 などの地域資源 を生か していくのが基本である。

1.3.新 手法の限界

ただ し、この3つ の手法に も限界があるようである。た とえばDaro(2004)は 、それぞれの限

界についても述べている。それによると、区別対応の限界 として、再発率の減少が統計学的に有

意なほど大きくないこと、コス トの減少 にはおそ らく長 くかかることがあげ られ る。地域基盤型

実践の限界 としては、最前線のソーシャル ワーカーへの負担、責任体制が変化 していないこと、

効果を計測 しに くいことがあげられている。そ して地域パー トナー シップの限界 としては、効果

についての経験的検証が少 ないこと、地域の住民を巻き込む関係上 どうしても脆弱 さがついて回

ること、があげ られてい る。

2.カ タウバ郡における子ども虐待防止行政

2.1.カ タウバ郡社会サー ビス局

筆者がノースカロライナ州カタウバ郡を訪れインタビュー調査 をお こな うにあたっては、地域

パ ー トナーシ ップに関す るイ ンタ ビュー調 査の報告書(US .Department　 of　Health　and　Human



Service　2003)を 読 んで 関心 を もった こ とが 大 きな きっか けにな った。 報告 書 では 、全 米の8つ

の地域 が 、家族 中心 ・地域 基盤 の概 念 に もとづ いた児童 保護 システ ム改善 の努力 と して優 れ た も

の として選 ばれ 、訪 問調査 の対象 となってい た。

カ タ ウバ郡 はそ の8地 域 の内 の1つ で、 ノー スカ ロライナ州 の西部 に位 置す る、人口14万 ほ ど

の地域 で ある。 郡 の中心 の ヒッコ リー市 の人 口は7万 ほ どで、アパ ラチ ア山脈 の南 稜の なだ らか

な丘 が広 が る美 しい地域 であ る。 主要産業 は、 かつて は家具 、現在 は光 ファイバ ーケー ブルの製

造 だ そ うだ が、畑 も多 く、アメ リカ 中南部 の農村 地域 とい う感 が強 い。

カ タ ウバ 郡 の子 ど も虐 待 防 止 を担 当す る行 政 機 関 は 、 カ タ ウバ 郡 社 会 サ ー ビス 局(DSS,

Department　 of　Social　Service)で ある。社会 サー ビス局 は、カ タ ウバ郡 を東西 に貫 くフ リー ウェイ

の出 口か ら車 で数 分 の ところに ある建 物 であ る。3階 建 てで かな り大 きい建物 を 、社 会 サー ビス

局 が単独 で使 ってい る よ うであ った。

社 会サ ー ビス局へ は、虐待 の通報 が年間約2800件 あ り、入 って きた通報 はまず登録 し、過 去 の

通報 の履歴 や メデ ィケイ ド、フー ドス タンプな どの登録 と照 らし合わせ る。 この作業 は7年 ほ ど

前 か らコ ンピ ュー タ化 され て い る。 通報 の次 のス テ ップ は調 査(investigation)だ が 、社 会 サー

ビス局の調 査担 当者 は17人 で、年 間1300件 を調 査 してい る。 なお 、社会 サー ビス局 で子 ども福祉

の職務 につ く場合 、事前 に72時 間の トレー ニン グを受 ける必要 があ るそ うで ある。 ただ しこの点

は法 改正 中で、 改正後 は84時 間に増 え る予定 との ことで あった(Brandes　 et　als.　2003)。

表2-1は 、 「2001-2年 度 にカ タ ウバ郡社 会サ ー ビス局がや った こ と」 とい う文 書で あ る。社 会サ

ー ビス局 の仕 事 の一端 が理解 でき る
。



以上のように、カタウバ郡は小 さな郡であるが、地域 ぐるみの社会サー ビスへの取 り組みでは、

注 目すべ き事業 をお こなっていると思われる。

2.2.ミ ニマム ースタンダー ド

カタウバ郡は、子 どもの世話に関する ミニマム ・スタンダー ド(最 低標準)を 明文化 している。

これは5～6年 前に決定 され実施 されたもので、子 ども虐待の法解釈がまちまちなのを、せめて

郡内で共有 しよう、とい う動機 からお こなわれ た。適切な基準について、表2-2の よ うな調査票

を用い、地域の保健所 、病院、小児科 クリニ ックなどで簡単な調査をおこない、ま とめた とい う。

そもそ もこのような一般向け標準を明文にま とめようとすること自体、 日本では考えにくい し、

どうい う内容が問題 となるか、とい う点も興味深いので、以下に掲載する。



ミニ マム ・ス タンダー ド決 定以前 は、 た とえば子 どもた ちだけでい る こ とので き る年齢 につい

て、火 災関係 の法の みが8才 と定 めてい た。 それ で も、12才 の子 どもが兄弟 の面倒 を見 ていて 、

小 さい子 が ライ ター で遊 ん でいて火 災 を起 こ し死 亡 した、 とい う痛 ま しい事 故 もあった。

調 査 の結果 、子 どもた ちだ けで い るこ とので き る年齢 は10才 が下限 、他 の子 どもの面倒 を見 る

場合 は13才 が 下限 となった。 また 、体罰 につ い ては全面否 定で はな く、尻 に対 す る平手打 ちな ど

一 部のみ認 め られ る結果 に なった
。 また 、不適切 な しつ け と して悪い食 べ物 を与 える こ とな ど も

カ ウン トされ る ことになった(Brandes　 et　als.　2003)。

2.3.区 別対応 と家族会 議

先 に述 べ た 区別 対応(differrential response)に つ いて だが 、 ノー ス カ ロライナ 州 で 区別 対応 を

取 り入 れ てい るのは、試行 をお こなってい る郡 のみ で ある。 だ がカタ ウバ 郡 は、独 自に これ に相

当す るサ ー ビス提供 をお こなお うと数年 前 に決 めた。 カ タ ウバ郡 での用語 に したが うと、重篤 ケ

ー スに対 して は調 査(investigation)が
、重篤 で ないケー スに は出前サー ビス(outreach service)

と呼 ばれ るサー ビスがお こなわれ る。

出前 サー ビスで は、親 に 「子 どもについて 心配す る声が届 いて い るが 、援 助 は必要 か」 と聞 き、

「必要 だ」 とい う答 えが返 って きた ときには対応 す る、 とい うや り方 になって い る。 主な対応 は

援 助資源 に関す る情報 提供 で あ り、 とて も若 い親 や経験 の ない親が利 用す るこ とが多 い との こ と

で あった(Brandes et als. 2003)。

また、 区別 対応方 式 とも関連 す るが 、個別対応(individualized course of action, ICA)と よばれ

る対応 の工夫 も多 くな ってきてお り、個 々の家庭 に特有 の事情 に あった対応 をす るこ とをめ ざ し

てい る。 そ の 中で多用 され るの は家族会議(family conference)で ある。

ここカ タ ウバ 郡 で も1996年 か ら家族会議 が採用 され 、虐待後 の再発 防止 ・家族 再統合 な どの 目

標 に向けた計画 づ く りに家族 を巻 き込み 、合意 に よる解 決策 づ く りをお こな ってい る。 ここで採

用 され てい る家 族会議 は3つ の類型 に分 け るこ とが でき、それ ぞれ状 況 に応 じて使 い分 け られ て

い る。

第1の 類 型 は、 コ ミュニテ ィ ・アセ スメ ン ト ・モデル と呼 ばれ る こともあ り、3つ の中 で参 加

者 規模 が最小 であ る。 危機対応 的 な性格 の強 いモデル で、 た くさん の人 を集 める時 間がな いか、

あ るいはそれ ほ ど重篤 で ない状況 の ときにお こなわれ る。会議 に45分 か ら1時 間半 、その準備 に

2時 間 ほ どかか るのが標 準 的で あ る、 と担 当 ソー シャル ワー カー の ビ リー ・ポイ ンデ クス ター氏

は話 して くれ た。

第2の 類 型 は、 ニ ュー ジー ラン ドのマ オ リ族 のモデル がベ ー スにな った もので ある。 行政機 関

な どのサー ビス提供者 と家族 ・親族 が一 緒 にテーブル にっ き、や り方 を教 えた後 、家族 ・親族 の

み を残 してサ ー ビス提 供者 が退室 し、家族 の みで計画 づ くりに取 り組 む 時間 を とるモ デル であ る。



第3の 類型は、上記2つ の混合タイプである。家族のみを残 して計画づ くりをまかせるか どう

かは、状況によって決められる。家族 のパ ワー、やる気、決めたことに したが うと思われ るか ど

うか、な どを判断 して決め られ る。その決定は、第3者 の立場のファシ リテイターにゆだね られ

る。

ポインデクスター氏によれば、このシステムは介入 と予防が両立す るよい例だそ うである。介

入的手法では、子 どもを失 うリスクが大きく、外の家庭に里親委託 されて しま う。それに対 して

家族会議では、 自分たちの案を計画時に提出でき、 自力の問題解決の側面がクローズア ップ され

る。ただ し、その分責任 も生ず る。

また、家族会議による計画では、親族の誰かが養育をボランティアで引き受けてくれるので、

生家は離れるが血縁(拡 大家族サークル)は 離れない、とい う解決例がよく見 られ るとい う。な

お、 「血縁者による養育はこ うい う地域だか ら可能なのか、それ ともより普遍的か」 とい う筆者

の質 問には、ポインデ クスター氏は 「普遍的に見 られ ると思 う」 と答 えて くれた(Poindexter

2003)。

2.4.他 問題 との重な りと地域連携

アメ リカの虐待防止対策 において、最近重視 されているのは、他の問題、とりわけ薬物問題や

DVと の重な りの問題である。 これ らの問題はそれぞれに全国 レベルで対応方法に関す る研究や

試行が進んでいる。特に後者 のDVに 関する取 り組みは、全国で 「グリーンブ ック ・プロジェク

ト」に結実 し、現在全米8ヵ 所で試行的な取 り組みがおこなわれている。

カタウバ郡においては、子 ども虐待の約60%が 薬物が らみ、約50%がDVが らみであるとい う。

そのため、カタウバ郡社会サー ビス局において も、薬物問題お よびDV問 題 を含んだケースのた

めの手順書(プ ロ トコル)を 作成 し、対応 している。

手順書によ り、対応プ ロセスが変化 した。以前は、子 どもの乗っている車を薬物に酔って運転

したケースで も通報がなかった し、DVで は明 らかに子 どもも傷つ けられていない と通報 されな

かった。だが現在 では、DVが らみの子 ども虐待ケースであれば警察がす ぐ社会サー ビス局に通

報 してくる。また、ヒッコリー警察 とニュー トン警察にソーシャル ワーカーが1人 ずつ、社会サ

ー ビス局の建物 に郡保安官事務所の刑事が1人
、 と計3人 が常駐 し、連携 して仕事を している。

チーム対応 が効果的 とい うことが理解 された結果である。

手順書に書かれているが、薬物依存はネ グレク トにあた り、子 どもへのインパ ク トが問題 とな

る。そ して、薬物問題の各期には、スク リーニング、予防サー ビス、フォローア ップ、ケースプ

ランなどの方法で対応がおこなわれ る。薬物問題 は再燃 し、解決 しにくいことはよく知 られてい

る。 だが、もしも子 どもに危険が及ぶよ うであれば、裁判にもち込まれた り、家族会議がおこな

われ て、家族 ・親族、治療 プログラム提供者、回復者 コミュニティ(AAな ど)、警察、教育関係



者などが一堂に会 して、子 どもへの悪影響を避ける計画がつ くられた りする。

DVの 場合 も同様 に、地域 ぐるみの防止策がおこなわれる。安全計画(safbty　plan)と い うケー

スプランが、子 ども虐待 とパー トナーへの虐待の2種 類作成 され る。その場合、民間のDV防 止

プログラムなど、地域 のいろいろな援助資源が利用 され る。治安判事、判事、警察な ども連携先

である。スタッフの トレーニングにあたっても、地域の力が使われ る。

発見についても、た とえば失業時現金給付のための書類(自 記式)に もDVの スク リーニング

ツールが含まれているなど、 さまざまな形で援助へ とつなげる工夫がされている。それで発見 さ

れたケースについては、援助資源(女 性 シェル ター、子 どもシェルターなど)へ の紹介がおこな

われ る。

この分野は、ケアの担い手にもサポー トが必要な分野である。また、「大人 といえ どもも う1

人の大人を変 える力には限界がある」 ことを理解せねばならない分野で もある。その意味で、地

域の連携はDVお よび子 ども虐待防止への重要な支援であるといえる。

学校での予防活動 も虐待防止 の取 り組みのひ とつである。た とえば 「よいタッチ と悪いタ ッ

チ」 を教えるなどの予防教育プログラムも提供 される。貧困や薬物や世代間連鎖 など、条件の悪

い子 どもたちもいるので、いろいろな形で予防がお こなわれ ることには意味があると思われ る。

社会サー ビス局 も、学校出前(school　 outreach)プ ログラムとして年に30～40回 プ レゼンテー

ションをおこなっている。先生向けに、 ミニマム ・スタンダー ドについて、あるいはソーシャル

ワーカー とは何をする人か、などの話 をすることもある。

また、 ソーシャルワーカーの地区担 当制 もある。 もちろん調査 と治療 ・ケースマネジメン トの

担当はちがい、1地 区に配当されるソーシャルワーカーは複数である。だが、地区担 当制によっ

て地域の学校、幼稚園、住人に知 られ るよ うになり、パー ソナルな1対1の 関係をつ くれ るよ う

になると、通報や養育指導なども容易になるとい う。また、地域の事情(危 険な ところ)な どの

情報にも通暁す るよ うになる。警察もPACTと い う地区制で しごとを しているが、PACTの 区割 と

ソー シャル ワーカーの担 当地域がすべて重なるわけではないのが惜 しまれ る(Brandes　 et　als.

2003)。

3.カ タウバ郡における虐待防止民間団体

3.1.ハ ー ト家族活動センター

ハー ト家族活動センターは、カタウバ郡のある集合住宅群内に開設 されている、家族や子 ども

の福祉のための施設である。 ロングビュー地域にあるヒル トップアパー トメン トの1ユ ニ ットに

入居 し、アパー トの住民を中心に、周辺の地域住民を含む利用者 のためにプログラムやサー ビス



を 提 供 す る 、 地 域 と の 密 着 度 の き わ め て 高 い ユ ニ ー ク な 施 設 で あ る 。 ハ ー ト(H.E.A.R.T)と い

う呼 称 は 、 ヒ ル ト ッ プ ・共 同 ・教 育 ・資 源(Hilltop　 Education　 And　 Resources　 Together)と い う名

称 の 頭 文 字 を と っ た 略 称 で あ る(Catawba　 County　 Social　Service　 2002)。

3.1.1.プ ロ グ ラ ム と 実 際

ハ ー トセ ン タ ー で は さ ま ざ ま な サ ー ビ ス が 提 供 さ れ て い る 。 概 要 は 表3一1の 通 り で あ る 。

上記のい くつかについて解説 しよ う。

就学前の幼児 のためには、親 と子が来て遊んだ り勉強 した りできるよ うなセ ッテ ィングが用意

されている。基本的には ドロップイン(立 ち寄 り)の みで、お もちゃやパズル、絵本、本 などが

用意 されてい る。 ときには特別プ ログラムを用意 して子 どもを誘 うこともあるそ うである。

おもちゃを見せていただいたが、ことばや数に関係する教育的おもちゃが多 く、大きなお話の

本 もあった。また、科学の教師用解説書 も用意され、子 どもの質問に対応できるようになってい

る。お もちゃは寄附 と補助金で揃 えるそ うである。

また、大人のためのプログラムや消費者教育に子 どもが一緒に来ることもあ り、その間に子 ど

ものために何かをや ることもあるとい う。

4Hと は工作や科学に関す るプログラムで、 リーダーが来て、 リーダーの裁量で何かをつくる、

科学 ビデオを見る、などの活動を中心にお こなわれ る。



図書館ツアーは1～2週 間に1回 のぺ一スでお こなわれている。最初は子 どもだけでやってい

たが、今 は親 も連れて行 くことが多い。一緒に行 くことでポジティブなコミュニケーションが促

され、予防的な効果が見込めるとい う。

新 しい ところでは、最近ガールスカ ウ ト(5～17才)へ の参加希望者 を募集 したところ、説明

会には19人 が来た とのことである。

ティーン ・アップ ・プログラムは、薬物、セ ックス、暴力(デ ー ト暴力を含む)や 、 自尊心に

ついて、あるいは妊娠や人間関係 などの トピックを扱 う予防的プログラムである。参加者の多 く

は12～14才 くらい。予防的 とはい うものの、参加者 によっては既 に性的虐待や暴力の被害を受け

ている場合 もあ り、その話がプログラムの中で開示され ることもあるそ うである。

ティー ン向けのプログラムでは、将来について語 ることを大切 にしているとい う。それ と関連

させて、カ レッジ ・キャンパスへのツアーや、乗馬、キャンプ、ロッククライ ミングな ど、ここ

でないと機会がないことも取 り入れ られている。町の外に出たことのない子 どももいるので、い

ろいろなことを経験 させ、 自尊心を高めるね らいもある。最近は、攻撃的でない行動 をとれ るよ

う、怒 りコン トロールプログラムも始めたとのことである。

大人のプログラムもある。隔週火曜 日に医療、料理や子育てについてのプログラムが用意 され

ている。また、セ ンターには ミシンがあ り、裁縫のプログラムもある。モイヤー氏によれば、裁

縫はテンシ ョンを下げるよい活動で、縫い物 をす ることは多いそ うである。つ くられたキル トを

数点見せていただいた。 よい出来映えだったので 「展示会は」 と質問 したが、「まだそ こまで

は」とい うお返事であった。

その他にも、コンピュー タの練習機会、 コンピュータや ビデオを使 ったESLプ ログラムなども

提供 されている。

また、プログラム とはいえないが、大人たちは、ヘ ッドスター ト(就 学準備プログラム)の 応

募書類を取 りに来た り、情報を求めて来室 した りす ることもある。その際、書類の書 き方を教え

ることもあるとい う。

そ してまた、親のス トレス処理も大事なサー ビスだそ うである。親によっては、シングルマザ

ーだった り、生育歴 にDV被 害、 うつ、薬物濫用な どの既往があった りす ることもあるので、虐

待予防的な意味でも大切だ と思われる。 たとえばバ ンに皆で乗 り込んで食料品店に買い出しに行

くライ ド・アン ド・ショップなどは、よい コミュニケーシ ョンの機会になる。

彼 らにとっては、アパー トが安全な場所である。 ここでサー ビスを受 けるのは、社会サービス

局で何かを頼むのとはわけがちが う。その意味で、 ここで総合的なサー ビスが提供できるのは重

要なのである(Moyer　 2003)。1



3.1.2.サ ー ビス対象

モイ ヤー氏 に よれ ば、 この アパ ー トメン トはお お よそ100戸 ほ どで 、子 どもは100～150人 程度

住 んでい る とい う。最 近 は幼 稚 園 も多 いの で、全部 の子 どもが ここにや って くるわ けでは ない。

お お よそ 、放 課後 プ ロ グラム(対 象年齢11才 まで)で 日に25人 程度 、 中学校(6～8年 生)プ ロ

グラムで 日に5～10人 程 度 が来室 す る とい う。 毎 日の よ うに来 る子 ども もた まに来 る子 ども もい

るので 、サ ー ビス対象 となって い るのは45人 ほ ど、定期 的 にや って来 るのは20人 ほ どとの こ とで

あ る。

その 中には 、 ここや プ ロ グラムに慣れ るまで に長 くかか る子 もい る。 た とえば、今2年 生 にな

った あ る子 は、最 初ABCも 知 らなか った。 そ こで 、お ぼ え る よ うにそ の 子 と家族 を励 ま し続 け

た と ころ、先 週初 めてABCを 音 読 で きた。 親 も学校 の ミー テ ィン グに参加 す る よ うに な った。

ドラ ッグな どに逃 避せ ず がん ば る姿 がす ば らしい、 とモイ ヤー氏 は語 って くれ た。

また こ こカ タ ウバ郡 には、 ラオス北部 出身 のモ ン族 の集住 地が あ り、8000人 程度(全 米第4位

規模)の コ ミュニテ ィが あ る。ル ター 派教会 が定住 に協力 した こ と、気侯 が 出身地 に似 てい るこ

とが大 き くな った理 由だ とい う。 もち ろん アメ リカ の他 の 地域 と同様 スペイ ン語人口 も多 く、 こ

の2つ の言 語 での ポス ターや 冊 子な どのサー ビス は欠 かせ ない(Moyer　 2003)。

3.1.3.ス タ ッフ

このセ ンターの スタ ッフは、筆 者 を案 内 し、イ ンタ ビュー に応 じて くれ たサ ンデ イ ・モイヤー

氏 で ある。 そ の他 のス タ ッフが非常勤 で手伝 うこ ともあるが、 常勤で ここに詰 めてい るの はモイ

ヤ ー氏1人 の よ うであ った。

この場所 に限 らないが 、地域密 着型 サー ビス をお こな う場 所 は、社会 サー ビス局のオ フィスか

ら15～20マ イル も離れ て い る場 合 もあ る。 した がって 、いち いち判断 を仰 ぐわ けに もいか ない。

当然 、 ス タ ッフ として よい人 を得 る こ とはたいへ ん重要 にな る。

この よ うなセ ッテ ィングで ス タ ッフ として働 くの は たや す い こ とでは ない。モ イヤ ー氏 はその

中で、絶妙 の位 置 を と りつつ仕 事 を して い るよ うだ。 まず彼 女 は、社 会サ ー ビス局 とのす ば ら し

い コネ ク シ ョン をもっ てい る。 同時 に彼 女 は、 民間団体 の職員 と して 中立の立場 を と りうる。 ま

た 、彼 女 自身 の判 断 を もとに、ア ウ トリー チ な どの活動 をお こな うこ とも ある。 い わは一自由 ・責

任 ともに大 きい職務 で あ る。

また 、モイ ヤー氏 の こ とば を借 りる と 「こ うい うとこ ろに住 ん でい る人 は、愛 してい るか憎 ん

で い るかの どち らかに な りが ち」 だそ うで、 た とえば何 か に怒 ってセ ンター にや って くる こ とも

あ り、警 察 を呼ぶ か ど うか 、す ばや い決 断 を迫 られ る こ ともあ るそ うだ。 それ で も来て話 して く

れ るこ とは重 要 だ、 とい う(Moyer　 2003)。 そ うい うモ イヤー 氏 を評 して社 会 サー ビス局 副局長

のブ ラ ンデ ス氏 は、 「こ うい う状況 は成 熟 した人 間で ない とで きず 、万 人 向 きでは ない。 で もサ



ンディ(モ イヤー氏)は うま くや ってくれている」 と語って くれた。

3,1.4.民 間と行政

このセ ンターは、行政 と緊密な連携は とっているものの、民間機関である。 ここに限らず、 こ

うした組織が自立 した民間機 関であるべきかヽ行政機関であるべ きかについては、ずっと論争が

ある。 もし独立 した民間機関であるならば、ここの経費をすべて自ら稼ぎ出 して支弁 しなくては

ならない。それはたいへん困難だ と考 えられ る。

ここではそのかわ り、半官半民的な体制をとっている。た とえば図書館 ツアーやライ ド・アン

ド・ショップに使われるミニバ ンは郡のもので、 自動車保険な どについても郡の経費から支払わ

れている。また、夏季の追加 スタ ッフの経費 も郡か ら出るとい う。

と同時に、財政的な支援があるのだか ら当然ではあるが、財政支出に見あ う効果があるか どう

か、定期的に話 し合いがもたれている。その場合の指標 とされるのは、子 どもの学業上の成功で

あるとい う。

それでも財政的な限界はある。現在の予算は年14万 ドルで、これでモイヤー氏のサラ リーも拠

出しな くてはな らない。そのため、モイヤー氏はフル タイムではな くハーフタイム(週20時 間程

度)の 有給スタッフとい う扱いになっている。また、以前やっていたモ ノライン ・カ レッジの作

業療法専攻の学生による訪問 ・発達評価 ・治療への紹介 とい うプログラムは、中止 されてもう3

～4年 がたつ とい う(Moyer 2003) 。

3.1.5.考 察

先にも述べたよ うに、 このプ ログラムのユニークな点は、地域密着度の高 さである。施設その

ものは美麗ではなく、設備 もごく簡素なものである。だが、アパー トの中 とい う日常生活にごく

近い場所で、生活に根差 したサー ビスを実施 し、子 どもと親の福利厚生を上げてい く。 これはた

いへん興味深い活動だ と思 う。

確かに人材如何で成功が左右 されるかもしれず、どこでも成功するかどうかはわからない。財

政の問題 もついてまわる。 また、 日本では、近隣の 目が気 になって こうい う企画の利用が伸び悩

むのか もしれない。 しかし、筆者 はこうい う試みを率直に うらや ましい と思 う。 日本にも導入 は

可能だろ うか。あるいは、 日本でこのような機能 を果たせ るのは どのような方法だろ うか。考え

てみなければならないと思 う。

3.2.エ クソダス ・ハウス

エクソダス ・ハ ウスは、薬物依存者 の回復 の支援をおこな う施設である。現在 も所長を務める

レジー ・ロングクライアー師によって設立され、信仰団体エクソダス ・アウ トリーチ ・ファウン



デ ーシ ョンに よ って運 営 され てい る。

エ ク ソダス ・ハ ウス訪 問時 、筆 者 は、 スーザ ン ・ス ミス副所長 お よび入居者 の ク ッキー氏 、キ

ー シ ャ氏 にお話 を うかが うこ とがで きた
。 また、活動 概要 を ま とめた ハ ン ドア ウ トもいただ いた。

そ の情報 を も とに、 以下 にエ ク ソダス ・ハ ウスの活 動 につ い てま とめたい。

亀

3.2.1.エ ク ソ ダス ・ハ ウスの 活動

エ ク ソダス ・ハ ウスの 主要 な活 動 は、薬物依 存者 のた めに住居 を提供 し、回復 の支援 をお こな

うことで あ る。 ノー スカ ロライ ナ州 カ タ ウバ郡 の ヒッコ リー市 内に4ヵ 所 、計62ベ ッ ド分 の アパ

ー トメン トをもち 、薬物 依存 者 を受 け入れ て い る。受 入条 件 と して表3-2に あ る よ うな こ とがあ

げ られ て い るが 、一 見 してわ か る よ うに、薬物 依 存 か らの離 脱 の意 志 が あ る こ とが前提 に な る

(Exodus　House　2002)。

ス ミス氏のお話によれば、性犯罪で有罪になったものは受け入れていないが、殺人犯な どの場

合にも、「変化す る意志」があるのであれば怖 くはない し、受け入れ るとい う。 「大丈夫」 とい う

者は続かないか ら逆に怖い、「すべてをなくした、絶望 している、何 もない、誰 も私を助けられ

ない」 とい う者 はOK、 なのだそ うだ。 「人が本 当に変わるためには絶望が必要。2度 と飲まない

ことが必要で、飲んだ らすべては消え去って しま うか ら」だそ うである(Smith　 2003)。

3.2.2.回 復プログラム

住居提供が主要な活動であって も、薬物依存の本質か らいって、ただ住居を提供す るだけでは

十分ではない。いわば住居 を提供 しつつ回復のプログラムを実行 させ るとい うことが必要になる。

そのことを反映 して、エ クソダス ・ハ ウスには57項 目の細部 にわたる規則 、2レ ベル4期 に分か

れた生活のガイ ドライ ン、1週 間のスケジュールなど、 さまざまな工夫がある。57項 目の規則 を

すべてあげるのは煩雑になるので、ここでは2レ ベル4期 の生活ガイ ドラインと1週 間のスケジ

ュールについて述べ よ う(Exodus　 House　2002)。



3.2,3.生 活ガイ ドライン

生活ガイ ドライ ンの レベルは2つ で、レベル1が3期 に分かれ、その後に レベル2が 続 く。 レ

ベル1は 入門か ら中間段階の レベルで、レベル2は 家族中心のサービスで個別対応が多 くなるレ

ベルである。各 レベルから次の レベルに移 るためには、入居者はある程度の時間を過 ごし、課題

を達成 し、移行希望を申請 して、スタッフのアセスメン トで認 められなければならない。

レベル1第1期 は、新たにこのエクソダス ・ハウスでの回復生活 を始める時期であ り、環境の

変化 をともな うたいへんかつ重要な時期 である。 これに対応す るためエクソダス ・ハ ウスでは

「バデ ィ」システムを採用 し、 レベル1の 入居者の外出(仕 事、学校、治療 を除 く)に は 「モニ

ター」 と呼ばれ るレベル2～3の 入居者が付 き添 う形を とる。 「モニター」の代わ りに、スタッ

フの許可を得た家族メンバーやボランテ ィアが付き添 う場合 もある。消灯時間は毎 日午後10時 。

第1期 は12ス テ ップで言えば第1～3ス テ ップに取 り組む時期 と考 えられてお り、最低で6週 間

継続す る。

レベル1第2期 は、入居者がこのエクソダス ・ハ ウスにも慣れ、回復者 コミュニティのメンバ

ー として積極的に活動する時期 として期待 されている。 きちん とした生活習慣 をつ くり、回復者

仲 間 と経験を分かち合って、支援システムを構築す る時期で もある。第1期 の入居者のための

「バデ ィ」システムを組む 「モニター」役 も期待 され る。消灯時間は11時 で、週末には12時 まで

延長 される。12ス テ ップで取 り組まれるのはステップ4～6で 、この時期は最低で5ヵ 月間継続

す る。

レベル1第3期 は、 レベル1の 最終期であり、規制が少なく責任が重 くなる状態への準備 をし

なければならない。与える、 とい う経験をするため、自分の時間をボランティアとして割 くよ う

求められる時期で もある。規則遵守もモニター され、ルール違反は期の差 し戻 し、罰金、行動規

制などの結果を招 く。消灯時間は通常11時 、週末12時 。12ス テ ップでは7～12ス テップが取 り組

まれ、回復者 コミュニティへの帰属意識を経験 しはじめる時期 としても期待 されている。

以上の3期 について、各期の課題 を表3つ にあげる。

そ して最後の レベル2だ が、 この レベルは家族生活の展開のためのもので、個別的対応が基本

である。このレベルでは、シングル ・ぺア レン トは子 どもと再統合 される。社会サー ビス局 との

協力のもとに、家族には特別プ ログラムが提供 され る。

また、このようなガイ ドラインを支 える1週 間の生活スケジュール として、表3一4のようなも

のが示 されている。キ リス ト教基盤 の回復プログラム らしく、ミーティングと宗教(あ るいは霊

性(spirituality))活 動がスケジュールの枠組を形作っている。

また、各室の清掃は居住者の義務で、随時検査が入る。デイルームや洗濯室の清掃は当番制で

あ り、洗濯は曜 日指定(日 曜は早い者勝ちで自由使用)と なっている。テ レビが設置 されている

のはデイルームのみだが、各 自が購入するなどで設置す るのは許 されてい る。



第1期

1.ス タッフが選んだ12ス テップ ミーティングに出席 し、12ス テップあるいは最初の3ス テ ップの宿題部

分を完了すること。

2.可 能であれば職を探 し、就職すること。場合によっては職探 しの証拠提出を求められる。スタッフに

よる変更がない限 り、第2期 への移行前に最低2週 間のしっか りとした雇用時期を経験すること。

3.ス ポンサーまたはメンターを見つけ、適切な関係づ くりを始めること。

4.請 求 された費用をきちんと負担するか、または継続的な支払を続けること。

5.個 人 ゴールの達成のためスタッフと協力 して努力する

6一 特に変更のない限 り、全 日午後10時 消灯。全 日働いている場合はスタッフの許可により延長あ り(規

則第28項 参照)。

7.ス タッフの特別な許可のない限 り、この期にオーバーナイ ト・パスは与えられない。

第2期

1.入 居者は仲間集団を リー ドす る責任を共有する。

2.ス テ ップ4～6に ついて積極的に取 り組むか、メンター/ス ポンサーの指導を受ける。

3.メ ンター/ス ポンサーと定期的に接触する(最 低週2回)。

4.要 求 された12ス テップ ミーテ ィングに出席する。

5.問 題 ・葛藤解決スキルを改善 し、葛藤や危機に直面する。

6.難 しい感情的問題に直面 し、それ をや り抜 く。

7.自 己洞察 を深め、その結果 として行動をよい方向に変容 させ る。

8,個 人ゴールの達成のためスタッフと協力 して努力する。

9.し っか りとした雇用を継続する。

10.請 求 された費用をきちん と負担す るか、または継続的な支払を続けること。

11.12ス テ ッププログラムに しっか り取 り組む。すなわち、規則や消灯時間を守る。

12.特 に変更のない限り、 日～木は午後11時 消灯、金 ・土は12時 まで延長。スタッフの許可により延長あ

り。

13.変 更のない限 り、オーバーナイ ト・パスは月2回 与えられる。月に1回 日曜 日はな し。金曜のオーバ

ーナイ ト・パスは12ス テップ ミーテ ィング後に与えられる
。

第3期

1,効 果的で建設的な リーダーシップ行動 を示す。

a.問 題 ・葛藤解決スキルを改善 し、葛藤や危機に直面する。

b.各 室によいアイディアを示 し、それ を適切なや り方でステ ップを踏んで導入する

c.12ス テ ップミーティングを進行す る。

2.回 復のための接触 を続け、進歩を示す。

a.リ スクを冒す。

b.難 しい感情的問題 に直面し、それをや り抜 く。

c.自 己洞察を深め、その結果 として行動 をよい方向に変容させる。

d.セ ミナーに参加する。

3.請 求 された費用をきちんと負担する。

4.12ス テッププログラムに積極的に取 り組む(ス テップ7～12)。

5.ス ポンサーとの関係 を継続す る。

6.特 に変更のない限 り、 日～木は午後11時 消灯、金 ・土は12時 まで延長。スタッフの許可により延長あ

り。

7.変 更のない限 り、オーバーナイ ト・パスは月3回 与えられ る。金曜のオーバーナイ ト・パスは12ス テ

ップ ミーテ ィング後に与えられる。



オーバーナイ トパスについては不詳だが、週末な どの外泊許可証 と思われる。また、このエク

ソダス ・ハ ウスへの訪問者が許可 され るのは土曜正午以降 と日曜の教会(ま たは同等の)活 動以

後の時間で、午後10時 には訪問者は帰 される。ただ し、後で見 るように、一時分離 されている子

どもの訪問は この時間を利用 してお こなわれるよ うであ り、入居者にとって大切 な時間になって

いることが想像できる(Exodus　 House　2002)。

3.2.4.住 居 と費用

ここで生活す るために払わなければならない費用は、通常週100ド ルである。ただ し、部屋 の

大きさにより、110ド ル、135ド ル、150ド ルな どの場合 もある。150ド ルのものはカ ップル用の部

屋で、夫が刑務所出所後再統合 した家族が住んでいる。子 どもが多い場合、費用はどうしても高

くなる。だが、ベ ッ ド数 に完全 に比例 させて しま うと払いきれな くなるので、そこは少 し調整 し

ている。

住居費用に対 して、住宅局か らの援助 も少 しある。ホームレス用の緊急補助金によるものであ

る。ただ しこれは子 どもには使 えない。子 どもがホーム レスである場合は、すべて里親などに措

置 され るのが原則だか らである。その他には、ユナイテ ッド・ウェイの補助金を給付 されている

し、その他の補助金 ももらってい る。また、ユーティ リテ ィ(光 熱費など〉をカタウバ郡特別補

助金でまかなっている。ただ し郡の補助金は2003年11月 までで終了することになっている。

ここに何 もかもなくして転が り込んでくる人も少なくないが、部屋はすべて家具付で、す ぐ生

活ができるようにはなっている。場合によっては衣服です ら支給 される。職探 しとグループに行

くための送迎もつ く。

ただ し入居者は、働 き、そ して費用 を払 うことが期待 される。また、支払 う費用は 「家賃」で

はなく 「プログラム代」 と呼ばれる。エクソダスとも大家 ・店子 関係ではなく、回復プログラム

の提供者 と参加者 と見な され る。ス ミス氏の ことばを借 りれば、「たいへんな人たちであること



は わか ってい るので 、プ ログ ラムを実践 す る意 志が ない ので あれ ば去 る よ うに求 め る方 が よい」

の であ る。

また 、回復 が進 ん で生活 が 安定 して くる と、本 部所 在地(筆 者 が訪ね た ところ)以 外 の3つ の

施設 へ と移 っ て も らう場合 もあ る。 た だ し、子 ど ものい る家庭 は この施設 にず っ と住 んで も ら う。

親 を回復 プ ログ ラムに巻 き込 む ためで あ る(Smith　 2003)。

3.2.5. ITプ ログラム

エ ク ソダス ・ハ ウスで は、就業 ・社会 復帰 支援 の一環 と して、ITプ ログ ラム をお こなって い る。

寄 附な どで コン ピュー タを入 手 し、入居 者全員 に トレー ニ ングす る。 また は、入手 した コン ピュ

ー タを整備 して
、 ほ しい入居 者 に安 く売 る。 また教 会で も、霊的 な こ とが らを扱 うミー テ ィン グ

だ けで は な く、 ラボ をつ くり、Windows2000な どコ ン ピュー タ リテ ラ シー の初 歩 をみ なに教 え る。

中には 、刑 務所 か ら出所 しキー ボー ドす ら知 らなかっ たのに 、習 い、練 習す る うちに人 に教 え ら

れ るよ うにな った人 もい る。 もち ろん コン ピュー タ リテ ラシー は、就職 に も重要 な技能 で ある。

イ ンターネ ッ トに も接続 して い る。 ただ し、皆 がネ ッ トの使 い方 を知 ってい るわ けでは ないの

で 、一歩 一歩教 えて い く。 また 、セ キュ リテ ィ、マ イ ク ロソフ ト、職探 しな どのサイ トに アクセ

スす る こ とは許 可 され てい るが、 ポル ノサ イ トな どは許 可 され て い ない。 「厳格 かつ 楽 し く」 が

秘訣 で 、厳 格 なだ けな らば刑 務所 と同 じだ し、楽 しい だけだ とカオ スにな って しま う、 とス ミス

氏 は話 してい た(Smith 2003)。

3.2.6.再 統 合 と面会

エ ク ソダス ・ハ ウスで は子 ども連れ の薬物 依存者 を受 け入れ てい る。 これ はユ ニー クな ことで

あ る。

薬 物依 存 は、通常子 どもに対す るネ グ レク トであ る と見な され るので 、社 会 サー ビス局 は子 ど

もを親 か ら分 離 し、里親委 託す るこ ともあ る。 だが、薬 物 を使 用 しない ク リー ンで よい親 な らば、

分離 は避 け られ る。 あ るいは一 時分離 され て も、時機 を見て 再統合 もあ りうる。 どの薬物 依存者

に とって も、 ゴール は ケー スの終結 、す なわ ち社 会サ ー ビス局のサ ー ビスが不 要 にな って止 め ら

れ るこ とで あ る。エ ク ソダス ・ハ ウス は この プ ロセ スを援助 す る。

現在 、Catawba郡 か ら4人 の親 が このエ ク ソダ ス ・ハ ウス に入居 し、回復 へ の努 力 を してい る。

うち2人 は子 どもが里親委 託 中、1人 は子 ども3人 で再統合 待 ちだ とい う。再 統合待 ちのケー ス

は、子 どもが8才 、15才 、17才 で 、本 人 は薬物 を2年 間使用 して い ない。 運転 免許 も取得 し、車

も も うす ぐ買 え る ところまで きた。職 場 も同 じところが10ヵ 月間続 い てい る。 息子 は カ レ ッジの

奨 学金 を と り、進学 を待 って い る。 こ うい うケー スは ワク ワクす る、 とス ミス氏 は語 って くれ た。

だが ス ミス氏 は、 「誰 で も再 統合す れ ば よい とは思 わな い」 とお っ しゃ った。彼 女 は、 「子 ども



を返 して」 と薬物依 存者 が来 る ときは 「あなたが どん な人 か、 ど うい う回復 プ ログラムをや るの

か 見せ て」 と言 うそ うだ。 そ して、 「恥 だ か ら」で はな く 「取 り戻 したい」 で ない と うま くいか

ない のだ とい う。

再統 合 には時間が かか る。 面会 に して も、最 初2時 間の 面会 を し、次い で4時 間、1日 、1泊 、

週末 、 とい う風 にステ ップを踏 んで会 ってい くこ とが多い とい う。

こ こで も子 ども との面会 がお こなわれ てい るが、 ここな りの特徴 があ る。 た とえば判事命 令 に

よる監視 付面会 は ソー シャル ワー カー が常 に同席 してい るのが条件 だ し、郡社 会 サー ビス局 も ソ

ー シャル ワー カーが 監督す るの が基 本 だが
、 ここで の面会 は ソー シャル ワー カー がず っ と同席 し

てい るわ けで はない。 アパー トなので 、居 住者 に は面会 を 自室 でお こな う権利 が あ る。 ただ しソ

ー シャル ワー カーは とき どきアパー トに立 ち寄 り
、子 どもに も会 う。 子 どもの こ とを知 り、問題

をつ かむの は大 事な仕 事だ か らで あ る(Smith　 2003)。

そ んな 中で も、成果 は着実 に あが ってい る。 次 に、入 居者2人 のイ ンタ ビュー か ら、エ クソダ

ス ・ハ ウスの プ ログラムの成果 の一 部 を見てみ たい。

3.2.7下 ク ッキー さん のケ一 ス

筆 者 が副所長 のス ミス氏 とイ ンタ ビュー をお こな ってい る ところにク ッキー さん とその娘 の レ

イ ブ ン さんが顔 を出 し、そ の場 でイ ンタ ビュー に応 じて くだ さった。 ク ッキー さんの こ とは、前

日の社 会 サー ビス局 でのイ ンタ ビューの 中で も 「回復者 ア ドボ ケイ ト」 と して話 に出てい た もの

で、お そ らく社会 サー ビス局 とエ ク ソダス ・ハ ウスが この機 会 をセ ッ トして くだ さった もの と思

われ る。

ク ッキー さん は、 このエ ク ソダ ス ・ハ ウス に来 て も う3年 が たつ。 来た ときは娘 の レイ ブ ン さ

ん との分離 の危機 を抱 えてい たが、現 在 ケー ス は終 結 してい る。 現在 ク ッキー さん は、エ ク ソダ

ス ・ハ ウス内 に住 み続 けなが ら、エ ク ソダスの事務 ア シス タン トと して働 い てい る。 主 な仕 事 は

コ ンピューター でのデー タ入力 や修 正で あ る。エ クソダスが入居者 に継続 的 に住居 を貸与す る場

合 が あるが、 ク ッキー さん はその一例 で あ る。

回復 者 と して今 なお 、彼 女 は ミー テ ィング に参加 してい る。 また、薬 物問題 につ いて話 した り

援助 した りす る機会 が あれ ば、回復者 ア ドボケイ トとして力 を尽 く してい る。 そ の とき役 立つ の

は、 自分 自身 の回復 経験 で ある。 す なわ ち、彼女 自身娘 を失い か けた が、 も う3年 も しらふの生

活 を し、今 なおエ ク ソダス ・ハ ウス に娘 と住 んで い るこ とを人 々に語れ る こ とで ある。 「私 は こ

うだ った」 とい う語 りは、 「あなた に もで きる、再 統合 の希望 が あ る」 とい うことを伝 え る強 力

な方法 であ る(Icard 2003)。

この ケース は非 常 に うま くい った例 のひ とつ であ る。 た とえば レイ ブ ン さん も、 ここに来た 当

初 は内 に引き こ もっ ていて、行 動 もおか しか った。 クラ ック使 用者 の家庭 で育 ったのだ か ら当然



だが 、た いへん だ った。 今 は来客(筆 者)と も握 手 し、話 を し、 目も合 わせ る。外 向的 にな り、

同年配 の子 ども とも遊ぶ よ うに なった。 これ は奇跡 とい って よい。

た だ しク ッキー さん に とっては、今 は少 々困難 な 時期 にな りつ つ ある。 レイブ ン さんが思 春期

に入 ったか らで ある。 ク ッキー さん 自身 はそ うあ ってほ しくて も、 も うレイ ブ ン さんはテ ィー ン

エ イ ジャー であ って赤 ちゃん ではな い。 それ を理解 せ ねば な らな い時期 に来て い る。エ ク ソダス

・ハ ウスの ス タ ッフは
、 ク ッキー さん に親 業 クラス に行 くよ うに勧 めて いる。テ ィー ン特有 の問

題 を理解 して も ら うた めであ る(Smith　 2003)。

3.2.8.キ ー シャ さん の ケー ス

キー シャ さんにつ いて は、 この施 設 内に ある彼 女 の部屋 をお訪 ね し、お話 を うかが うことがで

きた。 キー シャ さん は妊娠 中で、 出産予 定 日は2003年8月 だそ うで あ る。 エ クソダス に入 居 して

13ヵ 月で 、 ク リー ン歴 も同 じく13ヵ 月 であ る。仕 事 も、妊娠 中なので 多少 の 問題 はあ るが、5ヵ

月 同 じ職 場 で の勤務 が続 いて い る。

キー シ ャ さん はル ー ム メイ ト2人 と一緒 に住 んで い る。 キー シ ャさんが部屋 の責任者 であ る。

タイー シ ャちゃ ん とい う3才 の娘 さんが いて、毎 週末 に キー シ ャ さん を訪 問す る。 タイー シ ャち

ゃんの写 真 を見せ てい ただい たが、 キー シ ャさん に よ く似 てい る。 ま た、 タイ ー シャ さん のい と

こ もこのアパ ー トを訪 ね て来 る。 この訪 問が子 どもた ちの週 末 の楽 しみ で、欠 か さず 来 るそ うで

ある。

こ こカ タ ウバ 郡で も、若者 の ドラ ッグ問題 は多 い。 キー シャ さん も、最 初 に ドラ ッグ に手 を出

したの は13歳 の時だ った。 その経緯 もあ って、社会 サー ビス局 のエ ミー ・ハーマ ン氏 が若 者 とか

か わ る とき、 キー シャ さん が招かれ 、話 を しに行 くこ とが あるそ うで ある。 ヒッコ リー 高校 な ど

い ろい ろな学校 へ行 くこ とが多い が、 その ときに は 「最初 の選択 が大 事」 とい う話 をす る と うか

が った。 その他 にキー シ ャ さん は、聖書 の クラス を もつ な ど、教 会 で も積極 的 に活 動 し、仲 間へ

の霊的援 助 に も力 を尽 く してい る。 信仰 は篤 く、それ が 自分 の基盤 だ とい う。 また、 とき どき電

話 相談 も担 当 してい るそ うであ る。

キー シ ャ さん に 「エ ク ソダスで最 も助 け になった こ と」 を うかが った ところ、愛 、共感 、理解 、

敬 意な どをあげ た後 、 「と りわけ家。職 がな くて も追 い出 さない し、100%後 ろ盾 にな って くれ る。

嗜癖 者 の回復 を助 けて くれ る」 と答 えて くれた。 そ して 「薬 は も う使 いた い と思 わない。 も う20

年 間 も振 り回 され 、ずいぶ ん長 く影響 され て きた。 今 は胎児 にも 自分 に も影響 す る よ うな もの を

と らず 、幸せ にな るの を選 ぶ」 と語 って くれ た(Keesha 2003)。

現在 の課題 は、赤 ちゃ んの父親 の この生活 へ の参 加 を ど う支援す るか だ とい う。彼 は今 、無視

され て い る と感 じてい るだ ろ うか ら、 これ か ら話 をす る必要 が あ る、 とい うこ とだ った(Smith

2003)。



3.2.9.考 察

上 で も述 べ たが 、ア メ リカ で は、親 の薬 物依 存 は子 ど もへ の虐待 と見 な され る。 他 施設 で も

「パ ーテ ィ と子育 て 一緒 に しない で」な どのポス ターが貼 られ ていた が、薬物依 存 は子 どもが

ケ ア され ない状 態 を招 くので、少 な くともネ グ レク トにな る。 さ らに、依 存症 は摂 取 のコ ン トロ

ール が利 か ないのが特 徴 だか ら
、い ったん薬物 を摂取 して しま うと しば らくは摂取 し続 け るこ と

にな り、ネ グ レク トは継 続 しやす い。 また、薬物 摂取 時の行動 コン トロール 喪失状 態 は、暴力 な

どの抑 止力 を失 わせ 、身体 的虐 待 な どに も発展 しやす い と考 え られ る。

よって、薬物依 存 は親 子分 離 の理 由にな る。 多 くの場 合養 育は里親 に委託 され 、 も し実親 が そ

の まま薬 物依存 か ら回復 しない と、子 どもは最 終的 には養子縁組 な どで実親 か ら完 全 に分離 され

て しま う。 親 の側 か ら見れ ば、薬物 依存 か らの回復 は、子 どもを失 う危険 の回避 とい うこ とで も

あ る。

この よ うな施設 は 日本 で は多 くはない。 アル コール依 存 も含 めた と して も、そ もそ も薬物 依存

か らの 回復 の道筋 やそ のた めの援助 方法 が よ く知 られ てお らず 、内科 ・精神 科医療 の片 隅で細 々

と援 助 がお こなわれて い る ところが多い。 ま してや子 ども虐 待 防止 の観 点か ら薬物 依存 回復 の た

めのプ ログラムの提供 がお こなわれ てい る話 はほ とん ど聞か ない。逆 に、虐待 ケー ス にアル コー

ルや 薬物 の問題 が併存 してい て も、アル コール ・薬物 問題 の リハ ビリを促 しつつ虐待 介入 をお こ

な うとい う話 もなか なか聞 かない。

3.3.カ タウバ郡CAC(子 ども代弁セ ンター)

CAC(Children's Advocacy Center、 子 ども代 弁セ ンター)は 、現在 もCACの 全国 オ フィス を擁

す るア ラバ マ州 ハ ンツ ビル 市 で の試 み か ら生 まれ た。CACの 目的 は、被 害 を受 けた子 どもの権

利擁 護 ・福 祉の確保 にあ る。子 どもに負荷 をか け、 ときには再被 害化 を招 く複 数機 関 によ る繰 り

返 しイ ン タ ビュー を回避す る手 段 と して 、多職種 チー ム(MDT=Multiple Disciplinary Team)の

編成 と子 どもへ の調 査 イ ンタ ビュー の一本化 な どを提唱 し、そ の方法 につ いての研 究や啓発 をお

こな ってい るこ とは よ く知 られ て い る(Southern National Children's Advocacy Center 1996)。

3.3.1.調 査 イン タ ビュー

調 査 イ ンタ ビュー の方 法 を、 ここカ タ ウバ郡 での方法 を例 に とって述べ てみ よ う。

ここにイ ンタ ビュー を受 けに来 る子 どもは 、性 的虐待 や重度 の身体 的虐待 の疑 いの ある子 ども

で ある。 その ため、 まず 入 った ところに、 リラ ックス し、落 ち着 くた めの部 屋 が用 意 されてい る。

スナ ックや お もち ゃが用意 され る こともあ る。

次い でイ ンタ ビュー 室 に入 り、多職種 チー ムの1人 が虐待 の内容 につ いてイ ン タ ビューす る。

多職種 チー ムの構 成 メ ンバ ーは 、地方検 事局 、警 察 、社 会サ ー ビス局、被 害者擁護 サ ー ビス関係



者 な どだが 、通 常は社 会サ ー ビス局の ソー シ ャル ワー カーが イ ンタ ビュー にあ たる。

イ ンタ ビュー 室 は、 ビデオ カ メラ(こ のCACの 場 合 は別 々の角 度 か ら2台)、 マ イ ク、 ワン ウ

ェイ ・ミラー な どの設備 を備 え てい る。 これ は、 何 度 もイ ンタ ビュー を繰 り返 さず にす む よ うに

す るた めの必須 の工夫 で ある。 イ ンタ ビュア ー以外 の多職 種チー ム メ ンバー は、 ワン ウェイ ・ミ

ラー の後 ろに あ る別室 に控 え、 ワン ウェイ ・ミラー越 しに、 あるい は ビデオ のモニ ター を通 じて、

イ ンタ ビュー を見 守 る。

イ ン タ ビュアー は プ ロ トコル(手 順 書)に したが って 、イ ンタ ビュー を進 め る。誰 で も同 じよ

うにで きる こ とが 重要 だか らで ある。 このイ ン タ ビュー に よって虐 待 の有無 が判 断 され るた め、

子 ど もの気 もちに十分配 慮 しつ つ も、 中立 的 な立場 か ら質 問がお こな われ る。 また 、イ ンタ ビュ

アー はヘ ッ ドセ ッ トを身 につ けてい て、 ミラー の後 ろの メンバー か ら質 問を 聞き、 それ を子 ども

に質 問す る こともで きる よ うにな ってい る。

イ ンタ ビュー相 手が子 どもであ るた め、話 しや す い よ うに人 形 を使 って話 をす るこ ともあ る。

ただ し、 ここカ タ ウバ郡CACで は、ACD(Anatomically　 Correct　Doll、 解剖 学的 に正確 な形状 でつ

くられ た人形)は 使 って いない。 また 、イ ン タ ビュー の録画 ビデ オを証拠 と して採 用す る地域 も

あ るが 、 この地域 では、イ ンタ ビュ アーが標 準質 問手順 をまだ身 につ けてい ない、 とい う理 由で 、

現在 の ところ証 拠採用 は され て いない。

子 どもの話 の内容 に よっては 、医学 的検査 に行 って もら うこともあ る。 医学的検 査 は、子 ども

に侵 入的 に な らない よ う、 訓練 を受 けた医師 がお こな う。 残念 なが ら筆者 が行 った時点 で は、 こ

のCACに 医学 的検 査 の部 屋 は な く、検 査 の た めに は別 の場所 へ 移動 しな くて はな らなか った。

ただ し、近 々 引っ越 しが予定 され てお り、 引っ越 し先 の建 物 には医学 検査室 もつ くられ てい る と

の こ とで あっ た(Abbott　 2003)。

イ ン タ ビュー が終わ る と、子 どもにお 土産 と してぬい ぐるみ な どをあ げる。 ぬ い ぐるみは親 業

ネ ッ トワー クな どを通 じて寄附 され る とい う。筆 者 も 「3才 の子 どもがい る」 と言 った ら、 「お

土産 に ど うぞ」 と寄附 され たぬい ぐるみ の1つ をいた だいて しま った。

3.3.2.レ ビュー ミー テ ィング

ここでは月1回 のぺ一 スで 、関係者 の ミーテ ィン グをお こな ってい る。 現在 は 、ケー ス レビュ

ー と トレー ニ ング とを交 互 にお こなって お り
、それ ぞれ は隔月 の実施 に なる。

レ ビュー ミーテ ィングは、訴 追 中のケー ス につい ての 「お さらい」 の ミー テ ィン グで あ る。 ど

の よ うなケー スで あ り、 どの よ うな経 緯 で どの よ うな対応 がな され た か、現在 ど うな ってい るか、

な どの情 報 を共 有す る。

レビュー ミー テ ィ ングで扱 われ るケー ス数 は月 に よってま ちま ちで 、訴追 中の全 ケー ス を扱 う

わ けで はな く、今 の ところ1回 の ミー テ ィ ングで30ケ ー スほ どを レ ビューす る。30ケ ー スの レビ



ユー に少 な くとも1時 間はか か る。皆 が様子 を知 ってい る もの も新規 の ケース もあ る。

ケース レビュー に よ り、今 まで知 ってい るケー スで あって も、記憶 を取 り戻 した り、 コンタ ク

トす るき っかけ をつ か んだ りす る こ とがあ る。 ま た、多 くのケー ス を見 る ことでケー ス全 体 の中

の ギャ ップや トレン ドを発 見す る こ とがで き る。最近 の トレン ドと して発 見 され たの は、子 ども

か ら子 どもへ の虐 待 ケー スで ある。 加 害者 の子 どもはかつ て被 害者 だ った子 どもで あった。 こ う

い う効果 も レビュー に はあ る(Abbott　 2003)。

なお 、カ タ ウバ 郡 の子 ども虐 待一 般お よびCACの 活動 状 況 に関す るい くつ かの数 値 デー タが

CACか らリ リー ス され てい る。 表3-5に ま とめ てお く。

ちなみ に 、CACの 事務 局 長 ク リステ ィーナ ・アボ ッ ト氏 の話 に よれ ば、2001ー2年 度(2001年

7月 ～2002年6月)にCACで お こな ったイ ンタ ビュー件 数 は64件 、関係 した子 どもの数 は70人

だ ったが 、2002年7.月 か らの年 度 は、筆 者 がCACを 訪 問 した2003年3.月 時 点 まで で既 に71ケ ー

ス がイ ンタ ビュー され てい る との こ とだ った(Abbott　 2003)。

3.3.3.そ の他 の活動

CACの 建物 には 、大 き めの ミー テ ィ ングル ーム が あ る。 こ こで は、親 教 育 プ ロ グラム な どを

実施 してい る。 実施 主体 は同居 団体で あ る親 業 ネ ッ トワー クの よ うであ る。 い ろい ろな資料 も展

示 され ていて 、チ ラシや冊子 な どは啓発用 で 自由 に もち帰 って もよい。筆者 も揺 さぶ られ っ子 症

候群(Shaken　 Baby　Syndrome)の 冊子 な どをい ただい た。

子 ども虐 待 防止 月 間(4月)の キャ ンぺ 一 ンにはCACも 参加 してい る。 州 の機 関やNGOが 青

い リボン をつ け、 さま ざまな キャ ンぺ ー ンをお こない、防止 意識 を高 め る。 ちなみ に家族 間暴力

(Family　 Violence)防 止 キ ャ ンぺ 一 ン月間 は10月 で、 リボ ンは紫 色 だそ うで あ る(Abbott　 2003)。



3.4.ス マー ト ・スター ト ープ ロジ ェク ト

3.4.1.目 的 と業務

スマー ト ・ス ター ト ・プ ロジェ ク トは、子 どもの福 祉 に関連す る各種 の事業 に、州 か らの補助

金 を適 切 に分配 す るた めの事業 であ る。 これ を実施 して い るの は 「カ タ ウバ郡 子 どものた めのパ

ー トナー シ ップ」 とい う民 間非営利 団体 で
、郡 全体 の子 ども福祉 の充実 のた めの司令塔 の よ うな

役 割 を担 って い る機 関 とい って よいだ ろ う。

も とも とスマ ー ト ・ス ター トは、1993年 、 当時の ノースカ ロライ ナ州知 事 ジム ・ハ ン トが、 ノ

ー スカ ロライナ のすべ ての子 どもが 「健康 で
、希 望 を抱いて 、成功す る準備 ので きた」状態 で学

校 に入 学 でき る よ うに、 とい う目的 の も とにつ くられ た事業 であ る。 郡 のプ ロジ ェク ト実施母 体

の 「子 どものた めのパー トナ ー シ ップ」 も この事業 の助成 金 で生 まれ た。

プ ロジ ェ ク トは地域 のニー ズ に対 して 、単一事業 で はな く、総合 的な形 での介入 をはか る。 主

な 目的 と して、親 業の ス トレス軽減 、親 へ の社 会 資源 や 教育機 会の提 供 と、それ に よる子 ども虐

待 の発生 や再被 害化 の予 防が め ざされ てい る。 毎年 度 、0才 か ら5才 まで の子 どもを対 象 とす る

事 業 をお こな う団体 が スマー ト ・ス ター ト ・プ ロジェ ク トの補助 金 を 申請 し、審査 の後 、い くつ

か の団 体 が分配 を受 ける。表3-6に2002-3年 度 の助 成 金受 給 団体 の一覧 とプ ログ ラム概要 とを掲

載 してお く(CatawbaCountyPa貢nershipfbrChildren2003)。

3.4.2.意 思決 定 と評 価

「子 ど もの ためのパ ー トナー シ ップ」 自体 は事業 を直接運 営す る機 関で はない が、資金 の分配

で子 どもに とっての よ りよい環境 づ く りに大 き く寄与 す る意 思決 定機 関で ある。 そ の こ ともあ り、

理事会 は多 方面 か ら多 くの人 が参加す る。 メンバー は25人 で、そ の 中には郡社 会サー ビス局長 ボ

ビー ・ボイ ド氏 、精神衛 生局 長、公衆 衛 生局長 、図書館 長 、大学 メ ンバ ー、学校 の代 表 な ど、多

くの人 が含 まれ る。 この 大規模 な理 事会 につい て 、事務 局 長 の キ ム ・ライ ク ・サ リヤ ー ド氏 は

「プ ログ ラム を広 い 目で評価 で きる」 と肯定的 であ った(Salyards 2003) 。

また 、仕事 の分 配 をす る関係 上 、評 価 はたい へん重 要で あ る。評価 につい ては、モ ル ゲ ン トン

市 に あ る機 関(オ レアナ ・ホー クス ・パ ケ ッ ト ・イ ンステ ィテ ユー ト)と 契約 を結び 、直接 の影

響 や 州 の 基 準 へ の 到 達 度 な ど を はか っ て も らって い る。 そ の 他 に 、聴 取 調 査 もや っ て い る

(Catawba County Partnership for Children 2003)。



3.4.3.連 携

このスマ ー ト ・スター トは、5才 ま で、幼稚 園 までの子 どもが焦点 のプ ロジ ェク トで ある。補

助 金 が5才 以 下 の子 どものた めの もの だか ら、 これ は 当然 とい え る。5才 以 上の子 どものた めの

サー ビス につい て質 問 した ところ、ス マー ト ・ス ター トの よ うなサー ビス 司令 部 はな く、や や断

片化 して い る傾 向は否 めない、 とい うこ とであ った。5才 以上 は主 に学 校 の問題 として扱 われ 、

コーデ ィネ イ ト機能 も学校 の はず で あ る とい う。 ただ し、社会 サー ビス部 門や 精神保 健部 門 も少

し担 ってお り、確 か に断片化 の危 険 は ある よ うだ。



そ の こ とと関連す るが、 スマー ト・スター トの対象 となる子 どもた ちの フォ ロー ・ア ップの問

題 が あ る。世代 間連 鎖や虐 待 か ら非行 ・犯 罪へ とい ったル ー トの予防 のた めの連 携方 法 と して、

理 事会 を通 じて の連 絡 な どが お こなわれ る。 上 で も述べ た が、子 どもパ ー トナ ー シ ップの理事 会

は大規模 で 、社 会福祉 関係 者 の他 に学 校 関係 者(3つ の学 区代 表)も 参加 して い る。 この こ と自

体 が連携 に役 立 ってい る とい う。

ま たそれ 以外 に は、 「4才 に もっ と」 プ ログ ラムで教員 が子 どもにつ いて のメモ を蓄積 して幼

稚 園教員 に 引き継い だ り、学校ベ ー スの 「親 は先 生」 プ ログラム(Parents　 as　Teachers,　PAT)で ス

タ ッフ(学 校 の被雇用 者 とな る)と 学校 との情報 の共有 がお こな われ た り、 とい う形 での連携 も

あるそ うで ある(Salyards　 2003)。

3.4.4.優 良 プ ログラム

次 いで筆者 はキム氏 に 「印象 的なプ ログラム」 につい て質 問 した。 ア メ リカで は、 よい試 み は

す ぐに他 の地域 に知 られ 、 それ に な らった 事業 が お こ され る。CACが 発 祥 地 アラバ マ 州ハ ンツ
ぐ、

ビル か ら急速 にア メ リカ全 土 に広 が ったのが よい例 であ る。 こ こカ タ ウバ郡 に も何 か他郡 ・他州

のモデ ル にな る ものが あ るので は、 とい う質 問に キム氏 は 「全部 よいプ ログ ラムなので 、難 しい

質 問だ」 と前 置 き しつつ 、乳 幼児期 支援 チー ム(early childhood support team)と 子 育てネ ッ トワ

ー ク(parenting network)の2つ をあ げて くれ た
。

乳幼児 期支 援 チー ムは、 いわ ゆる多職種 チー ム(multiple disciplinary team)で 、教 育や 医療や

健 康 関連 分野 の専 門家 が集 ま って い る。 子 ど ものニー ズ をつ かみ 、それ が最 大の人 の ところに サ

ー ビス を送 る こ とを課題 としてい る
。 子 どものケア が中心 のサー ビスであ る。

子育 てネ ッ トワー クは、子 育て支援 に関す る情報集 積 ・紹 介 をお こな う機 関で ある。1つ のエ

ー ジェン シー にや って い るこ との リス トがあ り
、希望 者 は閲覧 で き、必 要 な ことを見つ け られ る。

情 報 が断 片 的 でな い とい うこ とが大 き な強 みで あ る。 この機 関 は先 に訪 問 したCACと 同 じ建 物

に あ る。 そ うい え ば筆者 は、CAC訪 問 時、 隣 のオ フィス の空 い た ドア か ら、電話 で 話 して い る

女性 の 姿 を垣 間見 た。 あれが子 育 てネ ッ トワー クの所 長 のスーザ ン ・ヘ ン リー氏 だ とい う。 キ ム

氏 曰 く 「彼 女 はいつ も電話 中」だそ うで あ る。子 育 てネ ッ トワー クの業 務 の一 つ が親 か らの間合

せ 電話 に答 える こ とで あ るこ とを考 えれ ば、 これ は よ くわか る(Salyards 2003) 。

3.4.5.新 しい試み

最 近で きつつ あるプ ログ ラム と しては 、家族資源 セ ン ター が あ る。 これ は連 邦 の補 助金 でつ く

った ものだそ うだが 、子育 て のた めの コー デ ィネ イ ト機 関 と して位 置づ け られ る とい う。 カ タ ウ

バ郡 は広 く、 かつ こ うい うものは近 くに ない と来 に くい ので、人 のい るところにサー ビスを届 け

るため、 あ る程度 の数 が必 要 だ との ことで あ った。



誰 が ど うや って事業 を始 め るの かにつ いて質問 した ところ、 い ろい ろな形 があ るが、理事 会 な

どで も何 が必要 かか な り頻繁 に会話す る、 とい う答 えが 返 ってきた。 また、補助 金受給 先 な どか

らもア イデ ィアが でて くるこ とがあ るそ うであ る(Salyards　 2003)。 い ろい ろな形 で子 どもの福

祉 のた めに努力 が続 け られ てい る ことに感銘 を受 けた。

3.4.6.考 察

このパ ー トナ ー シ ップ は、 日本 では ほ とん ど見 か けない タイ プの民 間非営利 団体 であ る。 しか

し、彼 らのね らい通 り、子 どもに対す るサー ビスを包括 的 に提供 す る こ とで 、虐 待 を防止 し、子

どもの福祉 を増 大す る、 とい う試 みは、非 常 に有 望 なものの よ うに思 う。上 で も述 べたが 、 この

よ うな 「司令塔 」機能 が民 間に よって担 われ、か つ理事 会 とい う形 で行 政 もかか わってい る、 し

か も健 康 ・福祉 ・教育 な どさま ざまな分野 か らの 参加 が あ る、 とい うことに、筆 者 は非常 に感 銘

を受 け る。 これ はわれ われ も学ぶべ き方法 で あるよ うに思 う。

3.5.オ ックス フォ一 ド小学校 家族 資源セ ン ター

3.5.1.セ ンター の概 要

オ ックス フォー ド小 学校 を訪 ね 、社 会サ ー ビス 部門 につい てお話 を うかが った。 オ ックス フォ

ー ド小学校 は、 カ タ ウバ郡 の中心部 ヒ ッコ リー市 か ら西 に車二で20分 ほ どの、 田園 に囲まれ た美 し

い地 区 に あ り、児 童数 は900人 ほ どで ある。 なお、 カ タ ウバ郡 全体 で は、お よそ6500人 の子 ども

が25の 小学 校 に通 ってい るそ うで あ る。

小 学校 と社会 サー ビス部 門のつ なが りは、ア メ リカ と日本 ではか な りちが う。 ここカ タ ウバ郡

で は、何校 か に1人 ス クール カ ウンセ ラー がい る。 スクール カ ウンセ ラー は子 どもの福祉 面 につ

い て、教員 の援助 をお こな う。 教員 は虐待 ケー スの通報 義務者 な ので、子 どものニー ズや 子 ども

の安 全 のた めの基礎 的な システ ムを教員 にわか って も ら うこ とは必 要 なこ とで あ る。 そのス クー

ル カ ウンセ ラー に年1回 の トレー ニ ングを提供す るの も、家族 資源 セ ンターの仕 事だ そ うで あ る。

この オ ックス フォー ド小 学校 には、2つ の家族 資源セ ンターが あ る。1つ は筆者 がお邪 魔 した

ところ とはホール を は さんで反対側 で 、 この地域 にサー ビス を提供 す るセ ンターで ある。 も う1

つは筆者 がお邪 魔 した ところで、スベ イ ン語人口 や モ ン語人口 にサー ビス を提供 す るセ ンターで

あ る。 カ タ ウバ郡 の住民 の 中に ラテ ンア メ リカ出身者や モ ン族 がか な りの数含 まれ るので 、 この

セ ンター を設 置 した と思 われ る。

3.5.2.訪 問サー ビス

セ ンターで は主 に、 「親 は先 生」 プ ログラム(Parents　 As　Teachers,　PAT)に したが った訪 問援助



をおこなっている。母親が妊娠 した ときか ら接触を しは じめ、プログラムについての情報提供を

する。子 どもをもつ ことがどうい うことかを知ってもらうことや、子 どもに対する妥当な(過 剰

でない)期 待をもってもらうことな ど、親に対する教育的なサービスの他に、発達遅滞などに対

す るアセ スメン トやス クリーニングをお こな う。 「親 は先生」プ ログラム(PAT)は1970年 代に

ミズー リ州で開発 されたプ ログラムで、虐待に対 して予防的な効果があると認め られている。ま

たその他 に、ポジティブな しつけについても話 をす るとい う。

訪問は、カタウバ郡内で年間約3000回 おこなわれている。訪問にあたっては、ニーズのある家

庭が優先 され る。つま り、障害など特別なニーズのある子 ども、学校での悩み、 うつな ど親の病

気、子育て上の トラブル、など、子育てに関す る支援の必要性 を示すよ うな情報が入ってくる家

庭 をまず訪問する。すべての家庭に行 きたい ところだが、そこまで人手や予算に余裕がない、 と

い うことであった。

なお、プログラム参加は任意なので、参加 についての親の意志を聞いてか らプログラムにもと

づいたサー ビスが提供 され る。

3.5.3.ス タッフと連携

スタッフは全部で9人 である。それぞれ、 ソーシャル ワーク、医療 ソーシャル ワーク(MSW)、

初等教育(小 学校教員)、 幼児教育(幼 稚 園)、 スペイ ン語、モ ン語な どの専門性 を生か して この

仕事に従事 している。

スタ ッフの業務は原則 として地域担当制だが、モン語人口担 当のシン氏 とスペイン語人 口担 当

の ピロー氏は、郡全域 をカバーす る。 ときに彼 らは、規則や法を理解 しない 「難 しい」人たちや 、

平手打ち容認文化な どの困難 に遭遇する。親 と話す ときに役立つツール(文 章など)を た くさん

用意 し、必要であればスペイ ン語やモン語に翻訳す ることで、それを克服 している、 と彼 らは語

って くれた。

また、業務遂行上、特に緊密 な連携 を とってい るのは、州の機 関であ る発達評価セ ンター

(Development　Evaluation　Center)で ある。子 どもの問題について、スクリーニング と発見のため

のツール を使い、専門機関に送 るためには、発達評価センター との連携 は重要である。ただ し、

ツールに頼 り切 るのではな く、発達遅滞の可能性 などは多職種チームで全体的に評価す るとい う。

社会サー ビス局と の連携 も確 かに重要だが、それで も発達評価セ ンターほどではないそ うである。

3.5.4.訪 問援助

付言するならば、訪問援助 は、David　Oldsの 研究(Olds　 et.　al.　1997,な ど)以 来、予防お よび初

期介入 の有力な手段 として注 目され、アメ リカ各地で、いくつ もの訪問援助プログラムが実施 さ

れている。方法(特 に誰が訪問すべきかなど)に ついては論争もあるが、訪問そのものの効果に



ついては既に広 く認め られていると考えてよい。代表的なプログラムについては、表37を 参照

されたい。 ここカタウバ郡で実施 されている 「親は先生」プ ログラム(PAT)も この中に含まれ

ている。

3.6.テ ィンダル ・センター

ティンダル ・センターは、行動や情緒面で問題 をもつ子 どもとその家族に、治療的な働 きかけ

を提供する施設である。1999年 にサイプス ・オーチャー ド・ホームにより基金の積み立てが始ま

り、筆者が訪問 した2002-3年 度(2002年12月)に 開設 したばか りの、新 しい施設である。

ティンダル ・センターが受け入れる子 どもは、行動 ・情緒面で問題 を持つ3才 か ら5才 までの

子 どもを受け入れる。子 どもの問題 として想定されているのは、注意障害 ・多動、反抗、社会的

スキル障害、不安障害、適応反応問題、妨害行動問題、怒 りマネジメン ト問題などである。 自閉

症やアスぺルガー症候群、発達遅滞などの問題 については、現時点では受 け入れてお らず、行動

問題に限定 してい る。ただ、そ うい う問題 について もいつかや りたい し、やれるだろ う、 と所長

のジェーン ・アバナシー氏は語って くれた。

テ ィンダル ・セ ンターの提供するサービスは、上記のよ うな子 どもとその家族 に対 しての、子

どもへの治療的支援、個人遊戯療法、親への トレーニングと支援、家族療法、保育の提供 とい う

5つ の領域にわたる(Tyndall Center 2002)。 以下に見ていこう。

3.6.1.子 どもへの治療的支援 と個人遊戯療法

問題 をもつ子 どもは、治療的なね らいをもったクラスで集団行動をす る。 クラス定員は8人 、

午前に1ク ラス、午後に1ク ラスが設定 され、計16人 の定員である。それに対応す るスタッフは、

各 クラスに行動問題専門家が2人 、アシスタン トが1人 。 スタッフは障害のある子 どもの援助に

ついて特別の訓練を受 け、心理学、カ ウンセ リング、 ソーシャル ワー ク、教育学の修士または学

士の学位 をもつ者があて られ る。

クラスは典型的な幼稚園と同じように設定 されている。たとえば教室は、典型的な保育施設 と

ちがわない ものにしてある。色、形、数な どの教材 も用意 されている。また、スケジュールは、

グループの時間、個人の時間、外遊びの時間、先生の指示で活動する時間にわかれる。 このルー

ティンの中で、子 ども一人一人の治療 ゴールに対応するために、社会的 ・情緒的発達に焦点を当

てたいろいろな活動がおこなわれる。

毎 日は登園、挨拶、グループで始まる。その後先生の指示す る活動やセ ンター タイムが続 く。

プログラムの中ほ どでおやつが与えられ、その後外遊びに移る。外遊びは先生の指示す る活動 と

自分で選ぶ活動 と両方 ある。その後室内で自由活動があ り、スタッフ との1対1の 時間もとられ

る。最後 にその 日の活動やグループと個人の進歩 を復習する終わ りのグループ と、帰宅や保育環



表3-7　 代表的な家庭対象訪問プログラム



境に戻る準備のための リラックスタイムがある。

スタッフはこの ような1目 の中で、「教育可能な瞬間」をとらえ、個別の治療 ゴールにむけた

子 どもの努力 を援助する。子 どもが問題 となる行動を止め られ るよ う、子 どもには行動マネジメ

ン ト技法が教え られ る。話 しかけ、気もちを聞き、次にできるちがったや り方を考 える、な どの

働 きかけをする。そ して、たとえ子 どもが小 さくとも、わかる話 し方で話す ことで、その後子 ど

もがよ りよい選択ができるよ うに、社会的行動が発達するように しむけていく。

なお これは、クラスで用いられるだけでなく、親 グループや親子1対1セ ッションでも教 えら

れ、家族カウンセ リングで復習 ・強化 され る。子 どもが適応 ・社会スキル を改善 し、状況に対 し

て適切 な反応 ができるよう助けるためである。

その他、スーパーバイザーが不定期に遊戯療法も提供す る。個人遊戯療法は子どもと遊ぶ機会

だが、その中で主におこなわれ ることは、子 どもの感情のシェア(共 有)と いえる。 この時間は、

子 どもに、何がいやか、何 を感 じているか、内側で何がおこってい るかについて聞 くために使わ

れる(Tyndall　Center　2002)。

3.6.2.親 への トレーニングと支援

親の関与は、ティンダル ・セ ンターのプログラムにとって非常に重要な部分である。親に対 し

て求め られ るのは、第1に 教室での子 どもの観察、第2に 親教育 ・支援 グループへの参加、第3

に家族カ ウンセ リングへの出席、第4に 教室でスタッフと一緒におこな う子 どもへの働 きかけ、

第5に 家での子 どもへの働 きかけ、である。

親は1週 間に1度 、3時 間のセ ッシ ョンへの参加が求められる。通常の保育時間帯(午 前また

は午後)に 来 られ る親 はその時間帯に参加す るが、無理な親は夕方5時 半か ら8時 半に、それで

も都合のつかない夜勤の親 には個別にクラスが用意 される。

親教育 ・支援 グループは、親の困難に焦点を当て、子 どもの行動問題を扱 う方法を学ぶための

支援に重点が置かれ る。親は、教室で使われ る行動マネジメン ト技法を家や他の環境でも使える

よう、観察、クラス活動時間、子 どもとの1対1セ ッシ ョンを通 じて トレーニングを受ける。

親の トレーニングのために、親子で小 さい部屋 に入 り、1対1セ ッションを して もらってそれ

を観察す ることか ら始めることもある。 よい関係か、子 どもが親の指示に したが うか、親は子ど

もの何に注意を しているか、親はどのくらい子 どもの不服従を無視するか、相互作用や ほめ方な

どを見てフィー ドバ ックをする。

次いで親に教室でや るテ クニ ックを伝 える。子どもが指示に したがえる状況 を見てもらい、家

にも持ち帰って実行 して もらう。そのことで子 どもの生活環境 を変 えてもらうね らいもある。伝

えるテクニ ックとしては、無視、契約、再指示、待つ、などがある。 たいへんなこともあるが、

うま く待てるな どの体験ができることもあり、親 にとっては力になると思われ る(Tyndall　Center



2002)。

一例 として 「タイムアウ ト」(テ ィンダル ・セ ンターでの言い方では 「タイムアウ
ェイ」)を あ

げよ う。いちいち反応 していては感情的にす り切れて しま うとき、「タイムア ウェイ」をとり、

時間をとって気 を静めるようにする。お もしろいことに、これを使い始めると子 どもは自分で言

うようになる。 また、大人が 「ち ょっ とママもタイムアウェイがほしい」などと言 うと、行動モ

デルにもなるわけである。

アバナシー氏としては、将来はプ ログラム卒業生の参加 により、親同士の相互援助 を増や した

い、 とい う希望 をもっている。家族に とって、このセンターに来 るのは抵抗がある場合 もある。

実際抵抗のあった家族(特 に父親)も あった。だが、その うちに態度が変化 して、他の家族 を助

けたいと思 うようになったとい う。こ うい うのをもっと見たい、 とアバナシー氏は語 ってくれた

(Abemathy　2003)。

3.6.3.家 族療法

ティンダル ・センターで提供 されている家族療法は、問題 の根 を深 く探るのではなく、世代を

通 じて伝わってきた親業パターンを見 るためのものだ とい う。すなわち、何が子 どもや家族にス

トレスを与えているか、それ に対 して家族の対処方法は どんなものか、 しつけな ど、今までおこ

なってきたものが どう働いているか、 とい うことを見る。

パ ターンを見きわめた後は、ス トレス状況な どに対応す る道具を与え、ス トレスを 「行かせて

やる」ことを容易にす るよ うにす ることがめざされ る。

セ ッションは週3時 間、子 ども1人 ごとに1対1セ ッシ ョンをおこな うもので、他のセ ッシ ョ

ンとローテーションで、月1回 のベースでお こなわれ るようである(Abemathy　 2003) 。

3.6.4.保 育

この施設の半分は治療的施設だが、残 りの半分、エ ン トランスホールの向こう側は、州の認可

を得た幼稚園が開設 されている。幼稚園は毎 日朝8時 か ら夕方5時 まで開かれ、技能の高い幼稚

園教諭が担当する。子 どもは、治療的環境 にいない時間はこの通常の幼稚 園に参加できるので、

このプログラムに紹介 されて きた親の援助 にもなる。

幼稚園は治療プログラム と共通の基盤をもち、教諭は治療プログラムと同じ行動マネジメン ト

技法を用いることができるよ う訓練 を受ける。観察室か ら治療チームが幼稚園での子 どもの行動

を観察す ることもでき、規制のより少 ない、通常の社会生活に近い状況での子 どもの進歩の程度

を確認できる。必要 な場合 には、治療プログラムのアシスタン トが幼稚園でも援助 を提供す る

(Tyndall Center 2002)。

この設定は、ある種のイ ンクルージ ョンの発想 に基づいている。繭の中にくるむだけでなく、



一般的 な設定 も用意す るので ある。 当初 考 え られ ていた のは、テ ィンダル ・セ ン ターの スタ ッフ

が外部 の保 育施 設 に半 日引率 し連 れてい く とい う方法 だった。 だが 、たぶ ん うま くいか ないだ ろ

うとい うこ とで却 下 され 、か わ りに この保 育施設 がで きた とい う(Abemathy　 2003)。

3.6.5.紹 介 ・連携

テ ィンダル ・セ ンターへ の紹 介 元は 、幼児期 支援 チ ー ム、社 会サ ー ビス局(DSS)、 カタ ウバ

郡精神 保健 局、地域 の学校 、幼稚 園 、小 児科 、子 どもカ ウンセ ラー 、児童 心理 学者 、児童 精神科

医 な どの さま ざまな ところが想 定 され てい る。 実際 は、筆者 の訪 問時 には、幼児 期支援 チー ム と

小児 科医 か らの紹介 の ケー スが主だ ったが 、アバナ シー氏 が里親協 会 の会 合 に も話 を しに行 った

ので、そ こか らの紹介 も来 るか も しれ ない との こ とであ った。

なお、 メデ ィケイ ドを受 けてい る家庭が サー ビス提 供 を希 望す る場合 は、 カ タ ウバ 郡精神保 健

局 のス ク リーニ ン グ とアセ スメ ン トが必要 にな るそ うで あ る。

また 、上 にあげた よ うな紹介 元 は、テ ィ ンダル ・セ ンターの連携 先 で もあ る。連携 は 、治療 計

画 の策定 への参加 、治療 プ ログ ラムへ のコ ンサル テー シ ョン ・技術 支援 ・訓練 、子 どもへ の個別

支援 な どの形 でお こなわれ る。 そ の他 、スタ ッフへ の児童 精神科 医 ・児 童 心理 学者 から の コンサ

ル テー シ ョンもお こなわれ る(Tyndall　 Center　2002)。

3.6.6.費 用

治療 プ ログ ラム の費用 は、サ イプ ス ・オーチ ャー ド ・ホー ムの理事 会 に よって決定 され る。支

払方法 と して、 メデ ィケイ ド、 ノー スカ ロライ ナヘル スチ ョイス 、 自費 のいずれ か があ る。各 家

庭の加 入 してい る保 険会社 によ る支払 も場合 に よっては可能 で あろ う。 必要 な家 庭へ の奨学金 給

付 も検討 されてい る。

子 どもが治療 プ ログラム に参加 してい る ときに幼稚 園 を利 用 したい場 合、 現在 の料 金 は週90ド

ル であ る。 こち らの支払 につ いて は、幼稚 園奨学金 かま たは 自費 で あ る。幼 稚園奨 学金 の場 合 に

は、地域 の社会 サー ビス局 の認 定 が必要 にな る(Tyndall　 Center　2002)。

よ り広 く利用 して も らうた めに、所得 ス ライ ド料金制 、補助金 へ の応募 、地域 か らの寄附集 め

な どをお こなって い る。財 政的 自立が 目標 で 、基 金 を作 り、利 子 を奨 学金 に あてたい そ うであ る

(Abemathy　 2003)。

3。6.7.親 や地域 の反応

筆者 が親や 地域 の反応 につ いて尋 ねた ところ、親 に とっての ステ ィ グマ感 覚 は 日本 と同様 にあ

るだ ろ う、 とい うこ とで あった。 地域 につ いて は、 こ うい うサ ー ビスが あ るこ とは喜 ばれ てい る

だ ろ う、 とい うこ とで あった。

ノ∩



親へのスティグマ感への対応について、さらに細か くお話を うかがった。それによれば、まず

「私の子には問題がある」 「子 どものためにそ うい う場所が必要」 と認 めることのつ らさを理解

する必要があるとの ことである。そのために、守秘義務の大切 さが強調 された。

また、親の相互援助 も重要である。プログラムが軌道にのると、親同士が助 けあい、プログラ

ムへの抵抗 を軽 くすることができるとい う。スタッフが向かい合 って座 って話を聞くのではなく、

プ ログラムを卒業 した親が 「私の子はこうだった」 と経験 をシェアす る、ある種のメンター ・シ

ステムが働 くことが望ま しい、 とい うことであった。つま り、あま り侵入的にやると抵抗がお こ

るし、プ ログラムに関心をもたず、話 して も 「子 どもを連れていって直 してよ」 とい う親 もいる。

それにも対応 しつつ、変化を待つのだそ うである。

また、地域の対応を変化 させた例 として、チ ックの少年の話を してくれた。それによると、成

績優秀だがチ ックが出る少年がいて、学校の先生がそれを怖がった とい う。わざとではなく、先

生を攻撃 しているのでもないことを話 した ところ、先生の理解が得 られ、先生がクラスにも話 し

て くれたので、彼 にとっての生活環境がぐっとよくなった、 とのことであった。偏見克服のため

の教育の大切 さを感 じさせ る話であった(Abemathy　 2003)。

3.6.8.考 察

このプログラムは、「親 とうまくやっていけない子」の親への援助 をお こなってい るといえる。

そのことで親 のス トレスを軽減 した り管理 ・対処方法についての援助を した りすることができる。

子 ども虐待防止の観点か らは、予防的な効果が高いといえる。またそのことで、子 どもの生活に

一貫性 を与え
、安定 した家庭で安定 したケアを受けることを可能 にす る。意義のある地域資源だ

と思 う。

4.ま とめ:日 本が学ぶべきこと

以上、アメ リカの子 ども虐待防止改革、 とりわけ地域 を基盤 とした努力 について概観 し、その

具体的実践と してカタウバ郡の行政 と民間団体の試みを見てきた。

ここか ら得 られ る教訓 は多 い。 筆者 が強 く感 じるのは、子 ども虐待 への対応 が、体系的

(systematic)で あ り、かつ地域密着 であることである。筆者の見るところ、アメ リカやカタ ウ

バ郡で見 られ る体系性には2側 面がある。第1に 階層性、第2に 網羅性である。

階層性 を代表す るのは、スマー ト・スター ト・プロジェク トである。 さまざまな試みに対する

予算の供与に関す る意思決定を通 じて、地域の虐待防止の 「配電盤」 として機能するこの団体の

おかげで、地域全体で何がおこなわれてい るか人々は一望の元に見 ることができ、活動の重な り



などの無駄を省いた り、サー ビスの供給が欠けている部分を発見 した りす ることが容易になるだ

ろ う。 この 「ヘ ッ ド・クォーター」があることで、地域資源の効率的な分配が可能にな り、受け

手か ら見れば地域資源へのアクセスがかな り容易になっていると思われ る。

この階層性 とともに注目すべ きは、サー ビス提供分野の網羅性である。 とりわけそれを強 く感

じさせ るのは、エ クソダス ・ハ ウスやティンダル ・セ ンターな どの存在である。エクソダス ・ハ

ウスでは薬物 ・アル コール問題か らの離脱援助が、ティンダル ・セ ンターでは行動障害児の養育

サー ビス と養育手法についての教育啓発が、それぞれ子 どもの虐待防止の一環 としての位置づけ

をされて提供 され、虐待 リスクの緩和の一翼を担っている。ただ し、付言 しておくならば、サー

ビスの網羅性の一翼 として重視 されているDVサ ー ビス との連携 については、調査時に関係機 関

へのインタビューができなかったため、本稿ではふれていない。今後の研究を期 したい。

地域密着性 については、ハー トセンターの活動がたいへん参考になる。地域の集合住宅の一角

とい うロケー ションに、スタッフと多少の設備を配置 し、い くつかのプ ログラムを用意 しただけ

の、まさに 「密着」型 の活動である。だが、近 くにあることは重要なことだ。ましてや車などの

交通手段 をもたない低所得層(し ば しば虐待 リスク層 と重なる)に とっては重要である。 もちろ

んカタウバ郡でもすべての地域、全ての分野がこのよ うにカバー されているわけではないだろ う

が、部分的配置 にとどまるとしても、意義は深い。

翻って 日本の状況 を考えると、地域密着 もさることなが ら、体系性の欠如が特に気になる。 こ

の背景には、日本における虐待やその リスク要因の とらえ方の狭 さ、あるいは問題そのものにつ

いての過度の寛容性があると考えられる。

日本は薬物 ・アル コール問題にはきわめて寛容な社会で、対策の必要性は十分に認識 されてな

い し、治療的サー ビスも十分 に供給されていない。ましてや薬物問題 を抱える家族 にいる子 ども

の問題には 目が届いていない。行動障害や情緒障害をもつ子 どもへのサー ビス も十分にはほど遠

い。身体障害や知的障害などを含めて障害児一般に話を拡大 して も、サー ビス、特に就学前のサ

ービスは手薄の感 を否 めず
、それが親や養育者に与えるス トレスに対する配慮は少 ない。

地域密着の面でも、サー ビス提供先 として選ばれるからには、貧困など、何らかの リスクが意

識 されていると考えられる。 この点で も、 日本のサー ビス提供 ・配置 は柔軟性を欠いているのか

もしれない。

やや我 田引水 になるか もしれないが、アメ リカでこのようにサー ビスが体系的に提供 されてい

る背景を筆者な りに推測す ると、研究 と実践 とのよい関係 が思い浮かぶ。 日本では 「目の前に問

題があるのだか ら研究など後回 し」 とされて しま うことが多いよ うに思われるのだが、アメ リカ

ではそ うではなく(か つてはそ うだったのかもしれないが)、 新 しい試みの検証や理論にもとづ

く提案な ど、研究成果が尊重 され、マニュアルな どの形で実践に還元 される、とい うよい循環が

あるような気が してならない。



も とよ り、 アメ リカの制度 をその まま導入 すれ ば うま くい く、 とい うの は幻想 に過 ぎないが 、

アメ リカ か ら学 ぶ ものは まだ まだ多 い。 日本 にお け る子 ども虐待 防止 、子 ども と家族 のよ り・よい

生活 のた め に、 さ らに研 究 を続 けて いきた い。
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注

1正 確にいえば
、州によって呼び方がちがい、DFS(Department of Family Service、家族サービス局)、DSS

(Department of Social Service、社会サー ビス局)な どの呼称 も見られる。

2た とえば、アメ リカのCPSの ソーシャルワーカーの離職率の高 さはこの高ス トレスが原因 といわれている。

また、筆者が2000年 にオース トラリア ・シ ドニー市でおこなった子 ども虐待防止民間団体へのインタビュ

ーの中でも、ある団体の代表が通報義務制度 と調査 中心の対応について 「CPSの調査負担を増やすだけで、

虐待防止に直接結びつかない」 と否定的な見解を示 していた。

3パ イロッ トスタディとしては
、 ミズー リ州セン トルイス、ケンタッキー州ルイ ビル、アイオワ州シーダー

ラピッド、フロ リダ州ジャクソンビルの4都 市でおこなわれたものが有名である。 この研究はエ ドナ ・マ

コーネル ・クラーク財団の支援で実施 され、そこから得 られた知見はCSSP(Center for the Studies of Social

Policy、社会政策セ ンター)に よってまとめられている(Center for the Studies of Social Policy l999,2001a,

2001b)。

4筆 者はその一つであるミズー リ州セ ン トルイス市の民間団体を訪問しインタビ
ューをおこなったことがあ

る(2001年9月)。
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